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公 

退

　

本
日
は
多
忙
な
中
、
杉
本
公
務
員
部
長
は
じ
め
担
当
者
の
皆
さ
ん
に
時
間
を

と
っ
て
い
た
だ
き
感
謝
す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
作
る
た
め
に
尽
力
く
だ
さ
っ
た
江
崎
孝
参
議
院

議
員
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

　

私
た
ち
は
さ
る
七
月
二
七
日
に
第
四
九
回
定
期
総
会
で
総
務
省
へ
の
要
請
事

項
を
決
定
し
た
の
で
本
日
お
持
ち
し
た
。

　

内
容
は
七
項
目
で
、
そ
の
中
に
は
総
務
省
の
所
管
外
事
業
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
地
方
自
治
体
、
地
方
行
財
政
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
と
考
え
て
敢
え

て
要
請
内
容
に
含
め
て
い
る
。
可
能
な
限
り
考
え
方
を
伺
い
た
い
。

　

要
請
事
項
は
書
面
の
通
り
だ
が
、
何
点
か
発
言
す
る
。

　

一
つ
目
は
第
一
項
目
の
憲
法
第
二
五
条
に
関
連
し
て
三
年
前
に
続
き
「
経
済

財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
で
向
こ
う
三
年
間
の
社
会
保
障
費

の
抑
制
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
今
後
の
展
開
に
よ
っ
て
は
高
齢
者

の
生
活
を
脅
か
し
、
社
会
不
安
を
醸
成
す
る
。
無
謀
な
抑
制
を
強
行
し
な
い
よ

う
必
要
な
意
見
反
映
を
し
て
ほ
し
い
。

　

二
つ
目
は
年
金
に
関
す
る
事
項
だ
。
来
年
の
財
政
検
証
と
そ
れ
に
基
づ
く
制

度
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
機
会
に
前
回
財
政
検
証

の
オ
プ
シ
ョ
ン
試
算
で
年
金
財
政
改
善
に
役
立
つ
と
さ
れ
た
施
策
、
就
中
被
保

険
者
拡
大
を
実
現
す
る
よ
う
尽
力
願
い
た
い
。

　

ま
た
被
用
者
年
金
一
元
化
時
に
実
施
し
た
追
加
費
用
削
減
、
と
り
わ
け
沖
縄

の
関
係
者
が
他
地
域
の
地
方
公
務
員
に
比
し
て
大
き
な
削
減
を
受
け
る
こ
と
に

つ
い
て
繰
り
返
し
や
り
取
り
を
し
て
き
た
。
少
な
く
と
も
沖
縄
に
つ
い
て
は
何

ら
か
の
是
正
策
を
講
ず
べ
き
だ
。

　

三
つ
目
は
医
療
に
関
す
る
事
項
だ
。
こ
れ
ま
で
は
総
務
省
と
の
間
で
取
り
上

げ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
六
月
の
財
政
審
建
議
で
看
過
で
き
な
い
事
項
が
取
り
上

げ
ら
れ
、
実
施
さ
れ
れ
ば
共
済
短
期
事
業
に
影
響

す
る
。
要
請
項
目
に
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が

「
給
付
率
の
自
動
調
整
」
な
ど
論
外
な
こ
と
も
含

ま
れ
て
い
る
。
短
期
事
業
を
所
管
す
る
立
場
か
ら

意
見
反
映
を
し
て
ほ
し
い
。

　

四
つ
目
は
地
域
包
括
ケ
ア
の
推
進
だ
。
役
所
だ

け
、
家
庭
だ
け
で
は
実
現
し
な
い
。
医
療
・
介
護

が
連
携
し
て
地
域
全
体
で
認
知
症
を
は
じ
め
と
す

る
サ
ポ
ー
ト
を
整
備
す
る
こ
と
が
急
務
だ
。
退
職

者
も
地
域
の
構
成
員
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
い
。

総
務
省
の
立
場
か
ら
も
尽
力
願
い
た
い
。

 

総 

務 

省

一�

．
憲
法
第
二
五
条
の
生
存
権
理
念
を
基
礎
に
社
会
保
障
諸
制
度
及
び
地
域
福

祉
施
策
を
確
立
す
る
こ
と
。

二
．
年
金
に
つ
い
て

　

(

一)
 　

年
金
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
多
く
の
加
入
者
を
持
つ
超
長
期

の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
そ
の
改
善
・
改
革
は
実
証
に

基
づ
く
緻
密
な
設
計
と
丁
寧
な
合
意
形
成
に
よ
る
こ
と
。
ま
た
、
被
保

険
者
・
年
金
受
給
者
の
意
見
反
映
を
保
障
す
る
こ
と
。

　
　　

　

年
金
要
求(

一)

へ
の
回
答

　
　

 　

平
成
二
四
年
に
成
立
し
た
被
用
者
年
金
一
元
化
法
等
に
よ
り
、
平

成
二
七
年
一
〇
月
か
ら
共
済
年
金
は
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
際
に
は
、
関
係
者
の
御
意
見
等
も
踏
ま
え
、
公
的
年
金
と

し
て
の
職
域
部
分
の
廃
止
と
同
時
に
公
務
の
特
殊
性
に
も
配
慮
し
た

公
務
員
制
度
の
一
環
と
し
て
、
「
年
金
払
い
退
職
給
付
」
が
創
設
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

 　

今
後
も
、
引
き
続
き
関
係
者
の
御
意
見
等
も
十
分
伺
い
つ
つ
、
対

応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

　

(
二)

 　

年
金
制
度
と
財
政
を
安
定
さ
せ
る
た
め
、
雇
用
の
安
定
・
質
の
向
上
、

賃
金
改
善
、
次
世
代
育
成
支
援
充
実
を
図
る
こ
と
。

　

(

三)
 　

年
金
保
険
の
加
入
者
を
拡
大
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
地
方
自
治
体
に

働
く
非
常
勤
職
員
・
臨
時
職
員
の
被
用
者
年
金
加
入
を
速
や
か
に
か
つ

抜
本
的
に
拡
大
す
る
こ
と
。

　
　　

　

年
金
要
求(

三)
へ
の
回
答

　
　

 　

平
成
二
八
年
の
臨
時
国
会
で
成
立
し
た
「
公
的
年
金
制
度
の
持
続

可
能
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
に
よ
り
、
平
成
二
九
年
四
月
か
ら
、
全
て
の
地
方
自
治
体
に

お
い
て
、
①
週
二
〇
時
間
以
上
、
②
月
額
賃
金
八
・
八
万
円
以
上
、

③
勤
務
期
間
一
年
以
上
見
込
み
、
④
学
生
以
外
、
の
四
条
件
を
満
た

す
短
時
間
労
働
者
に
対
し
、
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
　

 　

ま
た
、
年
金
機
能
強
化
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
短
時

間
労
働
者
へ
の
更
な
る
適
用
拡
大
に
向
け
て
、
平
成
三
一
年
九
月
末

ま
で
に
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
社
会
保
障
審
議
会
年
金

部
会
に
お
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
総
務
省
と
し

て
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
引
き
続
き
適
用

拡
大
に
つ
い
て
必
要
な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　　

(

四)
 　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
制
度
に
よ
る
年
金
額
調
整
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
現
受
給
者
の
年
金
を
守
る
と
と
も
に
将
来
の
年
金
受
給
世
代
が
貧

困
に
陥
ら
な
い
年
金
額
水
準
を
確
保
で
き
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
現
受

給
者
を
は
じ
め
関
係
者
と
誠
実
に
協
議
す
る
こ
と
。
基
礎
年
金
を
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
。

　

(

五)
 　

年
金
受
給
者
の
選
択
権
を
前
提
に
、
国
民
年
金
保
険
料
拠
出
期
間
を

延
長
す
る
こ
と
。
公
務
員
定
年
延
長
を
視
野
に
、
基
礎
年
金
給
付
算
定

時
の
納
付
上
限
（
四
八
〇
ヶ
月
）
を
延
長
し
、
延
長
し
た
月
数
に
合
わ
せ

て
基
礎
年
金
を
増
額
す
る
こ
と
。
お
よ
び
年
金
受
給
開
始
時
期
の
選
択

肢
を
七
〇
歳
以
降
に
拡
大
す
る
こ
と
。
在
職
老
齢
年
金
は
就
労
に
よ
る

労
働
参
加
率
向
上
を
促
す
も
の
に
な
る
よ
う
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。

　
　　

　

年
金
要
求(

二)
(

四)
(

五)

に
対
す
る
回
答

　
　

 　

年
金
制
度
等
全
体
に
係
る
事
項
で
す
の
で
、
総
務
省
だ
け
で
は
お

答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
年
金

生
活
者
の
み
な
ら
ず
、
現
役
世
代
の
理
解
を
十
分
に
得
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
改
正
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、

社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会
等
で
の
十
分
な
議
論
が
必
要
と
考
え
て
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い
ま
す
。

　
　

 　

な
お
、
雇
用
の
安
定
・
質
の
向
上
、
賃
金
改
善
に
つ
い
て
、
地
方

公
務
員
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
お
い
て
は
、
平
成
二
九
年
の
通
常

国
会
で
成
立
し
た
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
適
正
な
任
用
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成

三
二
年
四
月
か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
現
在
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
導
入
に
向
け

た
準
備
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

 　

ま
た
、
年
金
受
給
開
始
時
期
や
在
職
老
齢
年
金
の
あ
り
方
に
つ
い

て
は
、
ご
要
望
に
あ
る
趣
旨
も
踏
ま
え
た
議
論
が
、
現
在
社
会
保
障

審
議
会
年
金
部
会
等
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今

後
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
総
務
省

と
し
て
は
、
こ
う
し
た
検
討
の
状
況
に
つ
い
て
、
十
分
注
視
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　

　

(

六)
 　

地
方
公
務
員
共
済
長
期
積
立
金
運
用
に
つ
い
て
、
機
械
的
に
Ｇ
Ｐ
Ｉ

Ｆ
に
追
随
し
な
い
こ
と
。
国
連
が
提
唱
す
る
「
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ

Ｉ
）
」
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
用
を
拡
充
す
る
こ
と
。

　
　　

　

年
金
要
求(

六)

へ
の
回
答

　
　

 　

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
地
方
公
務
員
共

済
組
合
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
は
、
「
地
共
済
に
お
け
る
運
用
の

自
主
性
及
び
創
意
工
夫
の
発
揮
」
等
の
観
点
か
ら
、
モ
デ
ル
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
中
心
値
範
囲
の
一
・
五
倍
の
許
容
乖
離
幅
を
設
定
し
て

い
ま
す
。

　
　

 　

ま
た
、
国
連
の
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た

投
資
手
法
で
あ
る
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
や
環
境
・
社
会
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
着
目
し
た
投
資
（
Ｅ
Ｓ
Ｇ
）
に
つ
い
て
は
、
公
的
年

金
と
し
て
社
会
的
貢
献
に
配
慮
し
た
対
応
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、

平
成
二
九
年
度
末
時
点
で
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
で
は
一
八

八
九
億
円
を
Ｅ
Ｓ
Ｇ
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
て
お
り
ま
す
（
地
方
公
務

員
共
済
組
合
連
合
会
：
一
一
一
〇
億
円
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組

合
連
合
会
：
一
二
一
億
円
、
公
立
学
校
共
済
組
合
：
五
四
六
億
円
、

警
察
共
済
組
合
：
一
一
二
億
円
）
。

　
　

 　

地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
と
し
て
は
、
今
後
、
既
に
実
施
し
て

い
る
組
合
の
運
用
実
績
等
も
踏
ま
え
、
社
会
的
責
任
投
資
等
の
実
施

に
向
け
た
検
討
が
さ
ら
に
進
む
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　　

(

七)
 　

被
用
者
年
金
一
元
化
に
伴
う
追
加
費
用
削
減
に
つ
い
て
、
沖
縄
の
共

済
年
金
受
給
者
は
政
令
に
よ
り
そ
れ
以
外
の
地
域
よ
り
追
加
費
用
期
間

が
長
く
削
減
幅
が
大
き
い
。
沖
縄
の
実
情
に
即
し
て
何
ら
か
の
是
正
策

を
と
る
こ
と
。

　
　　

　

年
金
要
求(

七)

へ
の
回
答

　
　

 　

追
加
費
用
の
削
減
は
、
共
済
年
金
受
給
者
間
で
給
付
と
負
担
の
バ

ラ
ン
ス
の
公
平
性
を
高
め
る
と
い
う
趣
旨
で
、
公
務
員
等
の
恩
給
期

間
は
本
人
負
担
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
恩
給
期
間
分
の
給

付
に
つ
い
て
、
負
担
に
見
合
っ
た
給
付
水
準
と
す
る
よ
う
に
減
額
す

る
も
の
で
す
。

　
　

 　

ご
指
摘
の
追
加
費
用
期
間
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
以
外
の
組

合
員
に
対
す
る
地
共
済
法
の
適
用
が
昭
和
三
七
年
一
二
月
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
の
恩
給
期
間
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
沖
縄

の
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
一
年
七
月
か
ら
沖
縄
の
共
済
法
に

よ
る
共
済
制
度
が
適
用
さ
れ
、
同
月
前
の
恩
給
期
間
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
共
済
年
金

の
適
用
前
の
恩
給
期
間
を
追
加
費
用
期
間
と
す
る
考
え
方
に
違
い
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

 　

な
お
、
追
加
費
用
の
削
減
に
当
た
っ
て
は
、
①
減
額
率
の
上
限
は

恩
給
期
間
も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
の
一
〇
％
と
す
る
、
②
二
三
〇

万
円
／
年
以
下
の
給
付
（
恩
給
期
間
も
含
め
た
共
済
年
金
全
体
）
は

減
額
し
な
い
、
と
い
う
措
置
を
講
じ
、
受
給
者
の
生
活
の
安
定
に
も

配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

 　

民
間
被
用
者
、
公
務
員
を
通
じ
た
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ

り
、
制
度
の
安
定
化
と
公
平
化
を
図
り
、
若
い
世
代
を
含
め
、
す
べ

て
の
世
代
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
　三

．
医
療
保
険
に
関
す
る
財
政
制
度
等
審
議
会
建
議
に
つ
い
て

　

 　

二
〇
一
八
年
の
財
政
制
度
等
審
議
会
建
議
で
言
及
さ
れ
た
次
の
事
項
は
、

地
方
公
務
員
退
職
者
に
と
っ
て
重
大
な
生
活
上
の
支
障
を
も
た
ら
す
。
実
施

し
な
い
方
向
で
関
係
者
と
協
議
す
る
こ
と
。

　

(

一)

　

七
五
歳
以
上
の
医
療
費
自
己
負
担
定
率
二
割
化

　

(

二)
 　

負
担
応
力
の
判
定
根
拠
と
し
て
不
適
切
か
つ
不
公
平
な
金
融
資
産
を

算
定
基
礎
と
し
た
患
者
負
担

　

(

三)

　

薬
剤
費
自
己
負
担
引
き
上
げ
、
受
診
時
定
額
負
担

四
．
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
基
盤
整
備
に
つ
い
て

　

 　

入
院
・
通
院
、
入
所
・
通
所
、
訪
問
の
最
適
形
態
に
よ
り
、
利
用
者
本
位

の
診
療
・
看
護
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
街
づ
く
り
と
一
体
で
、
実
現
す
る
こ
と
。

　

 　

そ
の
基
盤
と
な
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
認
知
症
高
齢
者
施
策
、
高
齢

者
住
宅
な
ど
に
つ
い
て
、
今
後
の
需
要
増
に
対
応
す
る
計
画
的
整
備
の
た
め
、

適
切
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
．
地
域
包
括
ケ
ア
に
関
す
る
回
答

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
進
に
当
た
り
、
市
町
村

が
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
多
様
な
主
体
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
支
援
を
行
わ
れ

た
い
旨
、
総
務
省
か
ら
厚
生
労
働
省
に
対
し
、
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
、
介
護
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
方
債
等
に
よ
る
地
方
財
政

措
置
に
加
え
、
平
成
二
七
年
度
か
ら
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
に
よ

る
財
政
支
援
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
総
務
省
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省

に
対
し
、
基
金
に
つ
い
て
所
要
の
国
費
の
確
保
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、

基
金
財
源
に
係
る
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
も
、
適
切
に
地
方
財
政
措
置
を

講
じ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
今
後
と
も
介
護
基
盤
の
計
画
的
な
整
備
が
推

進
さ
れ
る
よ
う
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
五
．
生
活
保
護
・
生
活
困
窮
者
自
立
に
つ
い
て

　

 　

生
活
保
護
基
準
を
切
り
下
げ
て
受
給
者
の
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
市

民
生
活
・
地
方
自
治
体
の
諸
施
策
に
大
き
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
関
係
省
庁

と
調
整
し
て
速
や
か
に
復
元
す
る
こ
と
。
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
つ
い

て
、
当
事
者
の
権
利
保
障
の
た
め
地
方
自
治
体
と
協
力
し
て
、
確
実
な
事
業

実
施
を
図
る
こ
と
。

六
．
社
会
保
障
・
税
番
号
に
つ
い
て

　

(

一)
 　

「
社
会
保
障
・
税
番
号
」
に
つ
い
て
は
、
技
術
・
倫
理
両
面
か
ら
個

人
情
報
の
漏
洩
・
改
竄
成
り
す
ま
し
を
防
止
す
る
仕
組
み
を
確
立
す
る

こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
侵
害
が
生
じ
た
場
合
の
制
裁
・
補
償
の
ル
ー
ル
を

強
化
す
る
こ
と
。

　

(

二)
 　

「
社
会
保
障
・
税
番
号
」
は
、
社
会
保
障
の
負
担
と
給
付
に
関
す
る

「
社
会
保
障
の
個
人
会
計
」
と
は
将
来
に
わ
た
っ
て
完
全
に
遮
断
す
る
こ
と
。

七
．
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
と
原
子
力
発
電
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

(

一)
 　

従
前
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
抜
本
的
に
見
直
す
立
場
で
関
連
省
庁
と

協
議
す
る
こ
と
。

　
　
　

①　

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
地
方
分
権
を
進
め
る
こ
と
。

　
　
　

② 　

市
民
と
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
多
消
費
型
社
会
構
造
・
生
活
構
造
を

変
革
し
、
需
要
に
合
わ
せ
る
供
給
か
ら
供
給
に
合
わ
せ
る
需
要
に
転

換
す
る
こ
と
。

　
　
　

③ 　

再
生
可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
普
及
を
進
め
、
温
室
効

果
ガ
ス
削
減
を
図
る
こ
と
。

　

(

二)
 　

地
方
自
治
体
と
協
力
し
て
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
を
徹
底
的
に
検

証
・
点
検
し
て
情
報
公
開
す
る
こ
と
。
原
子
力
発
電
に
依
存
し
な
い
社

会
を
め
ざ
し
、
新
た
な
原
子
力
発
電
所
は
建
設
し
な
い
こ
と
。
休
止
し

た
炉
は
原
則
的
に
再
稼
働
せ
ず
、
計
画
的
に
廃
炉
と
す
る
こ
と
。
原
発

の
設
置
・
稼
働
に
関
す
る
検
討
は
事
故
時
に
影
響
を
受
け
る
可
能
性
の

あ
る
全
て
の
自
治
体
を
当
事
者
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　

以　

上


